
 

条例の提案に対する意見の申出について（報告）  

 

 

 令和 ７年２ 月定 例県 議会に 提案 され る福岡 県県 立学 校職員 定数

条 例及 び福岡 県市 町村 立学校 職員 定数 条例の 一部 を改 正する 条例

案 につ いて、 別紙 １の とおり 福岡 県 知 事から 意見 を求 められ たた

め 、福 岡県教 育委 員会 の事務 委任 等に 関する 規則 （昭 和４２ 年福

岡 県教 育委員 会規 則第 ６号） 第４ 条第 １項の 規定 に基 づき、 臨時

代 理に より、 別紙 ２の とおり 回答 しま したの で、 同条 第２項 の規

定により報告し、承認を求めます。  

 

 

 

令 和 ７ 年 ２ 月 ３ 日   

教    育    長   

資 料
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別 紙 １
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別 紙 ２
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福岡県県立学校職員定数条例及び福岡県市町村立学校職員定数条例  
の一部を改正する条例の制定について              

 
 
 
１ 改正の理由  
 

県立学校及び市町村立学校の教育内容の充実、児童生徒数の変動等
に伴い、当該学校の職員の定数を改めるものである。  

 
 
 
２ 改正の概要  
 

学 校 種 別  条 例 定 数 案  現行定数との比較  

 県立中・高等・中等教育学校  ６，０６６人 ６，０７８人 

 県立特別支援学校  ２，１２０人 ２，１３５人 

 市町村立小・中・義務教育学校  １７，２８３人 １７，３５２人 

 市町村立特別支援学校  ２３９人 ２３１人 

合   計 ２５，７０８人 ２５，７９６人 

 
 
 
３ 施行期日  

 
令和７年４月１日  
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第
三
六
号
議
案 

  
 
 

福
岡
県
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
及
び
福
岡
県
市
町
村
立
学
校
職 

 
 

 

 
 
 

員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 

 

  

右
の
条
例
案
を
別
紙
の
と
お
り
提
出
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

令
和
七
年
二
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福
岡
県
知
事 

 

服
部 

誠
太
郎 

 
 

 

理
由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

県
立
学
校
及
び
市
町
村
立
学
校
の
教
育
内
容
の
充
実
、
児
童
生
徒
数
の
変
動
等 

に
伴
い
、
当
該
学
校
の
職
員
の
定
数
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条 

例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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福
岡
県
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
及
び
福
岡
県
市
町
村
立
学
校
職 

 
 

 

 
 
 

員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（
福
岡
県
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第
一
条 

福
岡
県
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
福
岡
県
条
例
第
三 

 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

第
二
条
第
一
項
の
表
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
職
員
の
項 

中
「
五
、
三
八
八
人
」
を
「
五
、
四
〇
九
人
」
に
、
「
四
七
二
人
」
を
「
四
七 

四
人
」
に
、
「
二
〇
六
人
」
を
「
一
九
五
人
」
に
、
「
六
、
〇
六
六
人
」
を
「 

六
、
〇
七
八
人
」
に
改
め
、
同
表
特
別
支
援
学
校
の
職
員
の
項
中
「
二
、
〇
二 

一
人
」
を
「
二
、
〇
三
一
人
」
に
、
「
六
四
人
」
を
「
六
九
人
」
に
、
「
二
、 

一
二
〇
人
」
を
「
二
、
一
三
五
人
」
に
改
め
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（
福
岡
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
） 

 
 
 
 
 
 
 

 

第
二
条 

福
岡
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
条
例 

 

第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

第
二
条
第
一
項
の
表
小
学
校
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
職
員
の
項
中 

 

「
一
五
、
五
七
九
人
」
を
「
一
五
、
七
〇
三
人
」
に
、
「
六
七
五
人
」
を
「
六 

 

五
一
人
」
に
、
「
二
三
二
人
」
を
「
二
二
四
人
」
に
、
「
七
九
七
人
」
を
「
七 

 

七
四
人
」
に
、
「
一
七
、
二
八
三
人
」
を
「
一
七
、
三
五
二
人
」
に
改
め
、
同 

表
特
別
支
援
学
校
の
職
員
の
項
中
「
二
二
五
人
」
を
「
二
一
七
人
」
に
、
「
二 

三
九
人
」
を
「
二
三
一
人
」
に
改
め
る
。 

 
 

附 

則 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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第
三
六
号
議
案 

 
福
岡
県
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
及
び
福
岡
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て 

 新
旧
対
照
表 

 

２
・
３ 

（
略
） 

  

 
 

（
定
数
） 

第
二
条 

前
条
の
職
員
の
定
数
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

改 
 

正 
 

案 

 
 

福
岡
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
号
）【
第
二
条
関
係
】 

 ２ 

（
略
） 

  

 
 

（
職
員
の
定
数
） 

第
二
条 

職
員
の
定
数
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

改 
 

正 
 

案 

 
 

福
岡
県
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
福
岡
県
条
例
第
三
号
）【
第
一
条
関
係
】 

特
別
支
援
学
校
の 

職
員 

小
学
校
、
中
学
校 

及
び
義
務
教
育
学 

校
の
職
員 

 

特
別
支
援
学
校
の 

職
員 

     

中
学
校
、
高
等
学 

校
及
び
中
等
教
育 

学
校
の
職
員 

    

 

校
長
及
び
教
員 

養
護
教
員 

栄
養
教
諭
及
び 

学
校
栄
養
職
員 

事
務
職
員 

計 校
長
及
び
教
員 

養
護
教
員 

栄
養
教
諭
及
び 

学
校
栄
養
職
員 

事
務
職
員 

計 

  

校
長
及
び
教
員 

（
実
習
助
手
及 

び
寄
宿
舎
指
導 

員
を
含
む
。
） 

事
務
職
員 

そ
の
他
の
職
員 

計 校
長
及
び
教
員 

（
実
習
助
手
を 

含
む
。
） 

事
務
職
員
及
び 

技
術
職
員 

そ
の
他
の
職
員 

計 

 

  

二
一
七
人 

      

四
人 

      

二
人  

      

八
人 

  

二
三
一
人 

一
五
、
七
〇
三
人 

 
  

六
五
一
人 

 
  

二
二
四
人  

 
  

七
七
四
人 

一
七
、
三
五
二
人 

  

二
、
〇
三
一
人    

六
九
人 

三
五
人 

二
、
一
三
五
人 

五
、
四
〇
九
人   

 
  

四
七
四
人  

 
  

一
九
五
人 

六
、
〇
七
八
人 

      

 

２
・
３ 

（
略
） 

  

 
 

（
定
数
） 

第
二
条 

前
条
の
職
員
の
定
数
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

現 
 
 
 
 

行 

 

２ 

（
略
） 

 

 

 
 

（
職
員
の
定
数
） 

第
二
条 

職
員
の
定
数
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

現 
 
 
 
 

行 

特
別
支
援
学
校
の 

職
員 

小
学
校
、
中
学
校 

及
び
義
務
教
育
学 

校
の
職
員 

 

特
別
支
援
学
校
の 

職
員 

中
学
校
、
高
等
学 

校
及
び
中
等
教
育 

学
校
の
職
員 

    

 

校
長
及
び
教
員 

養
護
教
員 

栄
養
教
諭
及
び 

学
校
栄
養
職
員 

事
務
職
員 

計 校
長
及
び
教
員 

養
護
教
員 

栄
養
教
諭
及
び 

学
校
栄
養
職
員 

事
務
職
員 

計 

  

校
長
及
び
教
員 

（
実
習
助
手
及 

び
寄
宿
舎
指
導 

員
を
含
む
。
） 

事
務
職
員 

そ
の
他
の
職
員 

計 校
長
及
び
教
員 

（
実
習
助
手
を 

含
む
。
） 

事
務
職
員
及
び 

技
術
職
員 

そ
の
他
の
職
員 

計 

 

  

二
二
五
人 

      

四
人 

      

二
人  

      

八
人 

  

二
三
九
人 

一
五
、
五
七
九
人 

 
  

六
七
五
人 

 
  

二
三
二
人  

 
  

七
九
七
人 

一
七
、
二
八
三
人 

  

二
、
〇
二
一
人    

六
四
人 

三
五
人 

二
、
一
二
〇
人 

五
、
三
八
八
人   

 
  

四
七
二
人  

 
  

二
〇
六
人 

六
、
〇
六
六
人 
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